
【様式２】

グリーン購入法の趣旨に基づき、特定調達品目として、以下の品目を提案します。

昨 年 度
の 提 案
品 目 名

昨 年 度
の 提 案
者 名

（４）提 案 品 目 の
環境負荷低減の特徴

（５）判断の基準（案）

（６）比　較　対　象

（３）提案品目の概要

・廃食用油の再利用による水質汚濁物質の削減
・持続可能な植物油脂の使用による森林資源（熱帯林）保護、温室効果ガス排出削減、生物多
様性保全

○庁舎又は敷地内において委託契約等により営業している食堂にあっては、次の要件を満たす
こと。
①生ゴミを減容及び減量する等再生利用に係る適正な処理が行われるものであること。
②繰り返し利用できる食器が使われていること。
③食堂内における飲食物の提供に当たっては、ワンウェイのプラスチック製の容器等を使用しな
いこと。ただし、利用者の飲食に支障を来す場合又は代替する手段がない場合はこの限りでは
ない。
④食品廃棄物の発生量の把握並びに発生抑制及び再生利用等のための計画の策定、目標の
設定が行われていること。
⑤食品廃棄物等の発生抑制の目標値が設定されている業種に該当する場合は、食品廃棄物等
の単位当たり発生量がこの目標値以下であること。
⑥食品循環資源の再生利用等の実施率が、食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品
関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令（平成13年財務省・厚生労働省・農林水
産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第４号。以下「判断基準省令」という。）で定める基準
実施率を達成していること又は目標年に目標値を達成する計画を策定すること。
⑦提供する飲食物の量を調整可能とすること又は消費者に求められた場合に持ち帰り用容器を
提供すること等により、食べ残し等の食品ロスの削減が図られていること。
⑧食堂内の掲示を利用する等、飲食物の食べ残しが減るよう食堂の利用者に対する呼びかけ、
啓発等が行われていること。
⑨食堂の運用に伴うエネルギー使用量（電力、ガス等）、水使用量を把握し、省エネルギー・節
水のための措置を講じていること。
⑩台所用石けん（複合石けんを含む）又は台所用合成洗剤を使用する場合には、資源有効利
用の観点から、廃食用油又は植物油脂を原料とした石けん又は洗剤が使用されていること。た
だし、植物油脂が原料として使用される場合にあっては、持続可能な原料が使用されているこ
と。

石油系原料を原料とした台所用石けん又は台所用合成洗剤

廃食用油又は持続可能な植物油脂を原料とした台所用石けん又は台所用合成洗剤の使用

提案品目の概要

（１）提案品目の分野
該当する分野を選択

「その他」の場合は分野名記入

（２）提 案 品 目 名

昨年度提案を
行った品目の

再提案の場合は
下欄にも記入

食堂



（７）既存の環境基準
環境ラベル等

＊提案品目名と概要、グリーン調達品目としての判断の基準(案)等を記入して下さい。
（具体的な商品名の提案は御遠慮下さい。）

エコマーク商品類型No.129「廃食油等再生せっけん Version1.7」
（https://www.ecomark.jp/nintei/129/129V1_a.pdf）

グリーン購入ネットワーク（GPN）　「石けん・洗剤」購入ガイドライン
https://www.gpn.jp/assets/pdf/gpn_gl21.pdf

RSPO（持続可能なパーム油のための円卓会議）認証
（参考：「持続可能なパーム油の調達とRSPO　第2版」公益財団法人世界自然保護基金ジャパン
https://www.wwf.or.jp/activities/data/20180516_forest01.pdf）

東京オリンピックパラリンピック「持続可能性に配慮したパーム油を推進するための調達基準」
https://gtimg.tokyo2020.org/image/upload/production/btywiyiln9ol0lktdc10.pdf


